
阿南市人事行政の運営等の状況の公表について

１．任免及び職員数に関する状況

◇職員数の状況 （単位：人）

　

◇職名別職員数の状況 （単位：人）

◇職種別職員数の状況 （単位：人）

令 和 3 年 10 月 1 日
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阿南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条の規
定に基づき、令和２年度の職員の任用、勤務条件等の状況を市民の
皆さんにお知らせいたします。
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◇ 等級及び職制上の段階ごとの職員数 (令和３年４月１日）

※　割合については、区分ごとに小数点第２位を四捨五入しているため合計において一致しない場合がある。

1　部長、理事又は副部長の職務

1　課長補佐又は主査の職務

2　保育所、幼稚園又はこどもセンターの所長又は園長の職務

3

2

15

2　困難な業務を行う主任の職務

800 100.0%

173

95

271

15.4%

17.4%139

3級 主任の職務 123

1　係長の職務

1級 定型的な業務を行う職務 98 12.3%

人数(人) 割合 人数 割合 段階

33.9% 係員級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 21.6%2級

11.9%4級

主任級

係長級

主査級51 6.4%

51 6.4%

合　　計

2　会計管理者の職務

7級

4　議会事務局長の職務

17
部長級

副部長級0.3%

2.1%
1.9%

参事級4　消防署長及び消防副署長の職務

3　消防長及び消防次長の職務

0.4%

62
課長級

 　館長又は次長の職務

等級

2　環境管理事務所、環境啓発センター、阿南市クリーンピュア又は阿南図書館の所長、

5級

3　困難な業務を行う係長の職務 153

232 29.0%

6級

8 1.0% 主幹級

19.1% 課長補佐級

職制上の段階合計
等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

3　消防本部及び消防署の参事、課長及び主幹の職務

1　本庁又は委員会等の事務局の参事、課長、所長、局長及び主幹の職務

7.8%

13.4%107



◇年齢別職員数の状況 (令和２年４月１日現在） （単位：人）

◇競争試験の実施及び採用者の状況 （令和２年度）

◇フルタイム会計年度任用職員の状況 （令和２年度）

※　令和2年度から会計年度任用職員制度が施行されています。

２．人事評価の状況 

３．給与の状況

◇職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 （令和２年４月１日現在）

※警察職員は除く。

◇職員の初任給の状況 （令和２年度）

円

円

円

円

円

保育士（職務経験者含む） 31 15 10 5 5

管理栄養士

初級土木技術
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17

299,053
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一般会計

計

初級行政事務

上級行政事務

職　　種

区　分

機械技術

上級土木技術

人数(人)

高校卒 147,900

63

160,100

40.09

中学卒
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19

区　　　　　　分

計

一般行政職

女
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年齢
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年齢
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初 級 消 防

0

3 8
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63164
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特別会計 38.05

182,200

298,391

技能労務職

区分

保健師

男

女

合格者数
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職員の職務で発生した能力や業績について、人事評価を行い、職員の意欲の高揚を促し、公務能率の向上につながるよう、
職務改善や人材育成に取り組んでいます。
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◇職員手当の状況 (令和２年４月１日現在）

一般職員 ６月期

一般職員12月期

特定管理職員 （部長級）６月期

特定管理職員（部長級）12月期

一般職員 ６月期

一般職員12月期

特定管理職員 （部長級）６月期

特定管理職員（部長級）12月期

※平成30年度

勤勉手当基礎額☓1.15月分

職員の勤務が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤
務その他の著しく特殊な勤務で、その勤務した実績に応じ
て支給

課長、東京事務所長、保健センター所長、図書館長、農業委員会事務局
長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長の職にある者

80,700円

74,600円

　宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給

85,300円

勤勉手当基礎額☓0.95月分

正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時ま
での間に勤務することを命ぜられた職員に支給

71,600円

支　　　給　　　額

交
通
用
具

地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するよ
う、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤
務する職員の給与水準の調整を図るために支給

　月額25,000円以下の家賃

　正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員に支給

休日勤務手当
祝日法による休日及び年末年始の休日等に勤務するこ

とを命ぜられた職員に支給

官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、
住居を移転しやむを得ない事情により、同居していた配偶
者と別居することとなった職員で当該異動又は官署の移
転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に
在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して困
難であると認められるもののうち、単身で生活することを
常況とする職員に支給

地域手当

6,500 円

単身赴任手当

支給職員数（人）

通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃
等を負担することを常例とする職員に支給

借
家

（
間

）

勤務1時間当たりの給与額×
支給率×勤務時間

通勤のため自動車等交通用具を利用することを常
例とする職員に支給

177

866

交
通
機
関

61,100円

12

311

１人につき5,000 円を加算

１人につき6,500 円

支　　給　　要　　件　　等

141

2km以上50km未満は片道の
距 離 に 応 じ 3,900 円 ～ 29,200
円、50km以上は31,500円

613時間外勤務手当

16

0

0

5

勤務1時間当たりの給与額×
25/100×勤務時間

管理又は監督の地位にある職員が、週休日又は休日及
びそれ以外の日の午前０時から午前５時までの勤務に対
して支給

基準日（６月１日、12月１日）に在職する職員に支給

838

夜間勤務手当 0

9

16種類

　月額26,000 円+加算額

　月額25,000円を超える家賃

741

50,700円

　（給料＋扶養手当＋管理職
手当）の月額×支給割合

50

阿南市支給割合　3％

2

133

（支給率35/100～175/100）

特殊勤務手当

住居手当

通勤手当

満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子

手当名

管理職手当

部長、理事、会計管理者、議会事務局長及び消防長の職にある
者

診療所長の職にある者

消防次長の職にある者

参事、福祉事務所長、環境管理事務所長、署長及び副署長の職
にある者

扶
養
親
族

扶養手当

配偶者

子等配偶者以外の扶養親族

管理職員特別
勤  務  手  当

16歳未満の子

主幹、男女共同参画室長、こども相談室長、クリーンピュア所長、阿南ひま
わり会館次長及び環境啓発センター所長の職にある者

家賃の月額から25,000円を
控除した額の2分の1に11,000
円を加算した額（28,000円限
度）

0

期末手当基礎額☓1.275月分

期末手当基礎額☓1.075月分

役職に応じて

通勤に 要する運賃相当額
（31,500円限度）

824

期末手当基礎額☓1.275月分

家賃の月額から14,000円を
控除した額

宿日直手当 4,200 円

期末手当基礎額☓1.075月分

勤務1時間当たりの給与額×
135/100×勤務時間

10,000 円

勤勉手当

基準日（６月１日、12月１日）に在職する職員に支給

勤勉手当基礎額☓0.95月分

期末手当

2,000～13,500 円

勤勉手当基礎額☓1.15月分



　勤続20年

　勤続25年

　勤続35年

　勤続20年

　勤続25年

　勤続35年

◇特別職の報酬月額等の状況 (令和２年４月１日現在）

　909,000円　-　454,500円　＝　454,500円

◇ラスパイレス指数の状況

４．勤務時間その他の勤務条件の状況

◇勤務時間

◇休暇制度の概要 （令和２年度）

－

652,000 円

　上記以外の負傷又は疾病

（最高限度額47.709月分）

議   　　長

副　市　長

種　　　類

428,000 円

98.5

退職手当

１日の勤務時間

指　　数

　８時30分から17時15分までの７時間45分

備　　　　　　　　　　考

33.27075月分

平成30年度 令和２年度

休　　暇　　日　　数　　等

　毎週月曜日から金曜日までの週５日間

特別休暇

市　 　　長

副　議　長

年次有給休暇

連続して90日を超えない範囲内でその療養に必要
と認める期間

　その都度必要と認める期間感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律の規定による交通の制限又は遮断

期末手当支給割合

（最高限度額47.709月分）

－

1年に20日

内　　　　　　容

教　育　長

28.0395月分
自
己
都
合

24.586875月分

47.709月分

勧
奨
・
定
年

月　　額区　　分

39.7575月分

政　策　監

※　退職手当につきましては、徳島県市町村総合事務組合に事務委任をしています。

  6月期
　　　　1.675月分

 12月期
　　　　1.675月分

482,000 円

724,000 円

909,000 円

560,000 円

令和元年度

98.3

令和2年2月1日から令和5年12月6日までの間における市
長の給料の月額は、左記の給料の月額から、当該月額に
100分の50を乗じて得た額を減じた額としている。

病気休暇

議   　　員

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の、阿南市の給与水準を指数で表したものです。

　風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅
失又は損壊し、当該職員がその復旧作業等を行い、又は
一時的に避難をしている場合

同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著し
く不足し、当該職員以外には確保する者がいない場合

399,000 円

1週間を超えない範囲内において、その都度必要と
認める期間

勤務を要する日

97.9

　（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までを除きます。）

１週間当たりの勤務時間

　その都度必要と認める期間

　その療養に必要と認める期間

風水震火災その他の天災地変により職員が退勤途上に
おける身体の危険を回避するため勤務しないことがやむ
を得ないと認められる場合

　交通機関の事故等不可抗力による事故の場合

　その都度必要と認める期間

　その都度必要と認められる期間

　その都度必要と認める期間

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のた
めの末梢血管細胞の提供希望者として、登録の申出を行
い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨
髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末
梢血管細胞を提供する場合で、申出又は提供に伴い必要
な検査、入院を行う場合

　風水震火災その他の非常災害による交通遮断

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼び出
しに応ずる場合

　その都度必要と認める期間

　公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病

　38時間45分

19.6695月分



◇年次有給休暇の取得状況 （令和２年１月１日～令和２年１２月３１日）

※対象職員は市長部局の一般職員です。

◇育児休業の取得状況 （令和２年度）

◇ その他休業の取得状況 (令和２年度）
育児休業部分休業　

対象職員数

7日を超えない範囲内において、その都度必要と認
める期間

高齢者部分休業　

配偶者同行休業

10.0

　父母、子及び配偶者の祭日

　妊娠36週～出産まで　　　1週間に1回

　忌引

妊娠中に母子保健法に規定する保健指導又は健康診
査を受ける場合

配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生
活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務し
ないことが相当であると認められる場合

前年度から引き続いている者 0

総付与日数

　正規の勤務時間の始め又は終りにつき、1日を通じ
1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時
間

　職員の配偶者が出産する場合

消化率(％)

　妊娠23週まで　　　4週間に1回

4,669.4

　２日

総取得日数

17,999.5

　妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

　一の年において5日の範囲内の期間
（養育する子が2人以上の場合にあっては、10日の

範囲内の期間）

平均取得日数

　7月から9月までの期間内において６日以内

　女子職員が出産した場合

45

職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子
又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた
め勤務しないことが相当であると認められる場合

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続
する6月の期間内で必要と認める期間

0

　一の年において5日の範囲内の期間
（要介護者が2人以上の場合にあっては、10日の

範囲内の期間）

0

466

0

自己啓発等休業

特別休暇

当該妊娠の期間中において5日を超えない範囲内
において、その都度必要と認める日

男性（人）

21

1

この期間中に新たに育児休業が可能となった職員

新たに育児休業を取得した者

25.9

　女子職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合

配偶者、父母、子等で負傷、疾病、老齢により日常生活
を営むのに支障があるものの介護その他の世話を行うた
め、勤務しないことが相当であると認められる場合

　選挙権その他公民としての権利を行使する場合

妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程
度が母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる
場合

　通信教育における面接授業を受ける場合

21

所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務
又は事業の全部又は一部を停止された場合

　出産の日までの申し出た期間

中学校就学前の子の看護のため勤務しないことが相当
であると認められる場合（負傷し、若しくは疾病にかかった
子の世話又は疾病の予防のための予防接種又は健康診
断を受けさせる場合）

　その都度必要と認める期間

親族により１日から10日の範囲内で必要と認める
期間

　夏季休暇

1

出産予定日の8週間（多胎妊娠の場合にあっては
14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過す
る日までの期間内における5日の範囲内の期間

　その都度必要と認める期間

　１日

　国民体育大会、青年大会に参加する場合

職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが
相当であると認められる場合

　婚姻の場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期
間

採用された日の翌日から起算して9年、14年、19
年、24年、29年、34年を経過する日の属する年にお
いて、連続する5日の範囲内の期間

　職員が生後満1年に達しない生児を保育する場合

女性（人）

21

　その都度必要と認める期間

　１日２回　１回60分

　その都度必要と認める期間

　妊娠24週～35週まで　　　2週間に1回

介護休暇
（無　給）

　その都度必要と認める期間（１年につき20日）

　8週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定の女
子職員が申し出た場合



◇介護休暇の取得状況 (令和２年度）

５．分限及び懲戒処分の状況
◇分限処分及び懲戒処分者数 (令和２年度）

６．服務の状況
◇職務専念義務の状況

◇営利企業等従事の許可状況

７．退職管理の状況

８．研修の状況
◇研修実施状況 (令和２年度）

講座数

９．福祉及び利益の保護の状況
◇勤務条件に関する措置要求の状況 (令和２年度）

◇不利益処分に関する不服申立ての状況 (令和２年度）

処分の種類 該当者数(人)

0

56講座

情報セキュリティ研修

人事評価制度研修

市町村新規採用職員研修

男性（人） 女性（人）

新たに介護休暇を取得した者

人権教育・啓発市民講座ほか人権問題研修

7講座

0

戒　告

降　任

免　職

0件

398

0

全国市町村
アカデミー等

94

女性キャリアアップ研修　ほか

土地収用研修ほか専門実務研修

不利益処分に関する不服申立て

3講座

0件

勤務条件に関する措置要求

分
限
処
分

休　職

滞納整理の実践と徴収マネジメント研修

住民税課税事務研修

ＳＤＧｓに関する職員研修

0前年度から引き続いている者

降　給

マイナンバー研修

減　給

停　職

職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂
行のために用い、本市がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなりません。ただし、職務に専念する義務の特
例に関する条例などにより、厚生に関する計画の実施に参加する場合など、任命権者の承認を得て、職務専念義務が
免除されることがあります。

庶務担当者研修

1

参加者数(人)

0

研　　　　　　　修　　　　　　　名

職務の公正な執行および市民の行政に対する信頼を確保するため、退職した職員の本市に対する働きかけを禁止して
います。

0

17講座

1,373

10

0

懲
戒
処
分

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的と
する会社等の役員を兼ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することはできません。

労働安全衛生研修

市町村係長・課長補佐研修

公会計・税務事務・行政法・法制執務研修　ほか

情報リテラシー研修

ハラスメント防止研修

県自治研修センター

職場内
自主研修

新規採用職員研修

免　職

2

0

8

法令違反及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったことによる　（不適正な事務処理）

処　　　　　分　　　　　事　　　　　由

病気等

1

法令違反及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったことによる　（公務外の非行）



◇健康診断の状況 (令和２年度）

◇公務災害の状況 (令和２年度）

◇福利厚生制度

福利厚生制度は、阿南市職員共済会を設置し、給付やレクリェーション事業を実施しています。
経費の財源は、職員の会費と市からの交付金を充当しています。

◎交付金

円

円

427

28

－人間ドック

項　　目 受診者数(人)

通勤災害（件数）

病　　院 －

病　　院

委託先

職員定期健康診断
（公財）とくしま未来
健康づくり機構

公務災害（件数）

2

※公務災害補償制度の概要
地方公務員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。）又は通勤による災害を受けた場合

に、その災害によって生じた損害を補償し、必要な福祉事業を行うことにより、被災職員及びその遺族の生
活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
　補償の実施は、「地方公務員災害補償基金」が行います。

4

脳ドック

検　　　査　　　項　　　目

基本検診、胸部Ｘ線、胃Ｘ線、血液検
査、心電図検査

411

会員数856人(令和3年4月1日現在）

会員数866人令和２年度予算額

令和３年度予算額

2,725,000

2,640,000


